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 早いもので１１月も終わり，今年も残すところあと１ヶ

月となりました。１１月を振り返ってみますと，かごしま

の教育県民週間をスタートに５年生の宿泊学習や４年生

が参加した町学校音楽祭，６年生の修学旅行，地域行事と

して町駅伝競走大会や種子島相撲大会など多くの行事がありました。それぞれの行事に向けて，

子供たちが一生懸命練習や準備に取り組む姿は，とても輝いているように思います。また少し

成長してきたと感じることでした。保護者や地域の方々におかれましては，県民週間への参加

や学校行事，地域行事への御協力，誠にありがとうございました。 

さて，学校では１２月１日から１０日まで人権旬間を設け，全学年で発達段階に応じて，人

権についての学習に取り組みます。人権とは「人間が人間らしく生きる権利で，生まれながら

にもっている権利」でありますが，子供たちには「命を大切にすること」「みんなと仲良くする

こと」が人権を守ることになると話をしています。学校での集団生活の中では、様々なトラブ

ルが起こります。みんなと仲良くするために大切なことは「相手の気持ちを考えて行動するこ

と」つまり「思いやりの心」をもつことが大切です。 

ある雑誌で保護者に「どんな子供に育ってほしいか」という調査の結果を見ましたが、１位

は「思いやりのある子」，２位「自分に自信がもてる子」（自己肯定感が高い，自分を大切にす

る），３位「友だちを大切にする子」ということでした。この上位３つの項目からも「人権」を

大切にする子供に育ってほしいという親の思いが伝わります。「相手の気持ちを考えて行動す

る」ことは，理解はできても日常の生活の中で実践していくことはなかなか難しいことでもあ

ります。学校では道徳や学級活動、その他の授業で「人権」についての学習を取り組むととも

に，人権ポスター作成や人権に関する図書の紹介等を行い，

子供たちの人権についての意識を高め，人権を尊重する子供

を育てていきたいと思います。御家庭でも，「命を大切にする

こと」「みんなと仲良くすること」について親子で話をする機

会を設けていただければ，さらに「人権を守る」ことへの意

識が高まると思います。御協力をよろしくお願いします。 
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手洗い・うがいの徹底を 

全国的にインフルエンザが流行しています。熊毛地区でも感染

が増えてきているようです。うがい・手洗いをしっかり行い，十

分な栄養の補給と睡眠をとって感染を予防しましょう。 



現在，要治療者75人中41人が治療完了です。
しかし，昨年度，一昨年度の同時期データを比べま

すとむし歯の患者数は増加。治療率は低下の傾向です。
年 度 R3年度 R4年度 R5年度

要治療者数 ６７ ７２ ７５
治療完了数 ４７ ４１ ４１
治 療 率 68.7 56.9 54.7
老後の後悔トップ10に，「歯のケアをしっかりして

おくべきだった」がランクインするそうです。
むし歯の治療には，ご家族の協力が不可欠です。

早めの治療をぜひお願いします！

むし歯治療率 54.7％！

～修学旅行に行ってきました！～（6年生）

11月14日(火)～16日(木)に，６年生の修学旅行が実施されました。
目的地の指宿市と鹿児島市では，知覧の特攻会館の見学や砂蒸し温
泉の経験，鹿児島市内の歴史資料等の自主学習など3日間を充実し
た活動を経験しました。子供たちは，これまで積み重ねてきた計画
をもとに，それぞれが自発的に行動することができ，交通ルールや
マナーをしっかりと守る野間っ子の姿を発揮していました。普段で
きない多くのことを経験することができた，修学旅行。残りの小学
校生活に活かしてくれることと期待しています。 【釜蓋神社で体験】【鹿児島市水族館】

読書の楽しさに親しみましょう！ ～ どんぐり読書週間 ～
本校では，11月28日(火)～12月４日(月)までを｢どんぐり読書週間｣として，読書郵便やグループ読書(読

み聞かせ)，読書クイズ，おすすめの本の紹介などに取り組んでいます。 図書の貸し出し
など普段とは違う貸出冊数の他、図書委員会の児童による読み聞かせ，先生方による読み
聞かせも行います。
また，本とのコラボ給食が行われ，教科書でおなじみの，あまんきみこ作「白いぼうし」

に出てくる「なつみかん」（あまなつゼリー）がメニューに登場します。
読書週間は，児童が多くの本に親しむいいきっかけとなります。
ご家庭でも，「どんな本を借りているの？」や「どんなお話しなの？」など，話題にして

いただき，一緒に本に触れ合う時間を設けてみてください。

12月の行事予定
１日(金)校内人権旬間（～12日）

校内持久走大会【陸上競技場】
学級ＰＴＡ

４日(月)ＰＴＡ会費集金（高）
５日(火)ＰＴＡ会費集金（中）
６日(水)ＰＴＡ会費集金（低）

９日(土)土曜授業
１２日(火)宮城県女川小との交流学習（６年）
１６日(土)門松作り（おやじの会 他協力者）
１８日(月)移動宇宙教室（６年）

２２日(金)終業式
※ 持久走大会予備日は５日です

すごいぞ屋久島 ～集団宿泊学習(５年生)～

延期されていた集団宿泊学習を11月８日（水）から１泊２日の日程にて実施
しました。
険しくせり立つ屋久島の山々や，屋久島から見える種子島の姿に，まず感動

した子供たちでした。大雨による橋の崩落により残念ながら島を一周する事は
できませんでした。しかし，西部林道を散策し，少ない食べ物や養分を分け合
いながら小さくもたくましく生活する猿や鹿などの島の生物を間近に見て，ま
た感動。屋久杉が，実は岩だらけで風も強く，栄養に乏しく，厳しい環境に耐
えながら少しずつ大きくなったことなど，多くのことも学びました。

受出席停止期間について
今までの暑さが嘘のように，朝夕，涼しくなって

きました。それに伴い，インフルエンザ等の感染症
が流行する時期になってきます。
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症は，「学
校保健安全法」により「第二種」の感染症に指定さ
れており，出席停止の期間が下記のように定められ
ています。参考にしてください。
〇 インフルエンザ

発症した後５日を経過し，かつ，解熱した後２
日を経過するまで。

〇 新型コロナウイルス感染症
発症した後五日を経過し，かつ，症状が軽快し

た後１日を経過するまで。
※ 熱が出た日を０日と数えます。また，「解
熱した後２日」とは，解熱した日を０日とし
てその後２日が経過するまでのことです。
※ 「症状が軽快」とは熱がなく，呼吸器症状
が改善傾向にあることです。
基本的に医療機関の指示に従ってください。

児童へのアンケートや児童への教育相談を実施
しての結果です。学校では年5回のいじめアンケー
ト調査を実施しており，その結果，「０」でした。
いじめは，された側がいじめられたと捉えれば

いじめとして認定し，全職員で対応にあたります。
気になる事があったときはご相談ください。

今月のいじめ発生件数は「０」


